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第74回人権週間12月４日（日）～10日（土）～「誰か」のこと じゃない～

　12月10日は「人権デー」です。1948年のこの日「世界人権宣言」が国連で採択され、今年で74年目を
迎えました。世界中の全ての人はみんな同じ人権を持つかけがえのない存在です。それぞれの個性や生き方
の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

特設人権相談所 ～人権擁護委員はあなたの相談パートナーです～
　一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守されます。
　♦日　時　12月５日（月）10：00～15：00
　♦場　所　福祉センター３階
　♦相談員　法務局職員、法務省人権擁護委員

　　・阪本仁志 氏（湯川町丸山）・森川正教 氏（湯川町財部）

　　・林千代 氏（薗）・中野るり子 氏（藤田町吉田）・山本章 氏（野口）

　　・清水典子 氏（塩屋町北塩屋）・宇藤勝 氏（名田町楠井）

　　※人権擁護委員の自宅及び法務局（☎0570-003-110）でも常時相談を受けています。
　♦主　催　御坊人権擁護委員協議会 御坊分会
　♦後　援　御坊市・和歌山地方法務局 御坊支局

街頭啓発を実施します！～人権尊重思想の普及高揚をめざして～
　街頭で啓発物品の配布を行い、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけます。

※街頭啓発は、新型コロナウイルス感染症の状況
　により中止もしくは、内容を変更する場合があ
　ります。

♦問い合わせ　社会福祉課 人権・男女共同参画推進室　☎0738-23-5508

7：45～8：45
JR御坊駅

15：30～16：30
ロマンシティ御坊店

12月６日（火）
日　時

場　所

NET119緊急通報システム
　消防本部では、「ＮＥＴ119緊急通報システム」という聴覚や発話に障害があ
る方のために作られた音声を使用しない119番通報システムを運用しています。
　このシステムでは、事前登録した情報やGPSから取得した位置情報により、
通報場所を素早く特定し、チャット型式による文字のやり取りを活用し、音声
を用いることなく通報することが可能です。
　利用には、事前の登録が必要です。（登録料無料）
　申請書は消防本部または市ホームページから入手できますので、記入して申
請してください。
♦ご利用できる方
　市内在住または在勤・在学されている方で、音声の聞き取りや発話が困難な方
　（障害者手帳を所持される方）
♦登録に必要なもの
　障害者手帳、GPS付スマートフォンまたは携帯電話
　※スマートフォンまたは携帯電話の通信料は自己負担となります。
♦問い合わせ　消防本部 通信指令室　☎0738-22-0800

国保年金課からのお知らせ 国保年金課　☎０７３８-２３-5530

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援する
ために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。
　新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から９月頃に請求可能な旨のお知らせが送付され
ています。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。令
和５年１月４日（必着）までに請求された場合、令和４年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
　既に年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、原則手続きは不要です。
　年金生活者支援給付金請求書を紛失または送付されているかご不明な場合や、以下の支給要件に該当すると思われる
場合など、給付金請求に関することは、給付金専用ダイヤルまたは国保年金課年金係までお問い合わせください。

♦対象となる方（支給要件）
　1．老齢基礎年金を受給している方で、次の①～③の要件をすべて満たしている方
　　　①65歳以上である。
　　　②請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
　　　③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である。
　２．障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
　３．遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
♦日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
♦問い合わせ　給付金専用ダイヤル　　　 　　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）
　　　　　　　※050から始まる電話の方は　☎03-5539-2216（一般電話）

年金生活者支援給付金請求手続きについて

配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の妻(夫)の皆様へ
国民年金の手続きはお済みですか？

　厚生年金保険や共済組合に加入する配偶者の健康保険被扶養者で、20歳以上60歳未満の妻（夫）は、第
３号被保険者となり、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
　しかし次の場合、第３号被保険者から、国民年金保険料を被保険者自身が納めなくてはならない第１号被
保険者への切り替え届出が必要です。

♦保 険 料 額　月額16,590円（令和４年度）

♦手続きに必要なもの　

　１．本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

　２．扶養からはずれた日のわかる書類の写し（健康保険被扶養者資格喪失証明書等）

♦問い合わせ　国保年金課 年金係　☎0738-23-5530　　　　　　　　　

（１）会社員または公務員の夫（妻）が
　　　①退職した　②脱サラして自営業を始めた　③65歳を超えた　④亡くなった
（２）会社員または公務員の夫（妻）と離婚した
（３）妻（夫）自身の年収が増えて、配偶者の健康保険の被扶養者からはずれた　など
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